
令和６年度とやまの特別支援教育強化充実事業 

学校における手話及び手話言語条例の普及・啓発事業 

手話使用者の講師を派遣し、手話や手話言語
条例についての学びを支援します！ 

例えばこんなことができます。 

 

 

【ねらい】聴覚障害や手話について知り、調べ学習や

体験活動を通して理解を深め、自分たちに

できることは何かを考える。 

【展 開】 

① スライド教材（※）を見て、聴覚障害について

知る。 

② もし自分たちの耳が聞こえなかったら、どんなことが困るかを考える。 

③ 講師を招き、聴覚障害の方が生活において工夫していることや、手

助けしてほしいこと、手話の大切さについての話を聞いたり、手話を

体験したりする。 

 

 

 

【ねらい】手話について知り、調べ学習や体験活動を通して手話に親しむ。 

【展 開】                      〇                   

〇〇① 講師を招き、日常生活で使う簡単な手話について学ぶ。                         

〇〇② 手話についてさらに調べ、簡単なあいさつや手話を使った歌等を覚える。           

〇〇③ 異学年交流で下学年の児童に教えたり、集会で発表したりする。 

 

活動内容については、できるだけ学校のご希望に応じます。まずは、ご相談ください。 

 なお、経費の負担はありません。 

 

 

 

 

 

 
活用例１ 総合的な学習の時間 

 
活用例２ 学校行事や PTA 行事 

 
お申し込みは、 

市町村教育委員会まで！ 

※メールか FAXで別紙申込書を送付 

   

 

 

 

 

 
学校 ※ 市町村教育委員会 ※ 教育みらい室 

特別支援教育課 

依頼 

聴覚障害者協会 連絡・打合せ 


